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止
冒
目
目
ざ
概
翌

夏
休
み
は
、
海
水
浴
や

キ
ヤ
ン
プ
、
花
火
大
会
、

お
祭
り
な
ど
、
家
族
や
友

人
と
楽
し
む
こ
と
が
出
来

る
イ
ベ
ン
ト
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。

そ
の

一
方
で
、
生
活
環

境
が
変
わ
る
こ
の
時
期
は
、

深
夜
は
い
か
い
、
飲
酒
を

始
め
、
万
引
き
、
自
転
車

盗
な
ど
で
検
挙

・
補
導
さ

′―′

れ
る
少
年
が
増
え
る
傾
向
に
あ
る
ほ
か
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、

携
帯
電
話
、
ゲ
ー
ム
機
等
の
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
機
能
の
利
用

に
よ
り
、
違
法

・
有
害
情
報
の
閲
覧
や
児
童
買
春

・
児
童
ポ

ル
ノ
等
の
性
的
被
害
に
遭
う
こ
と
が
心
配
さ
れ
る
時
期
で
も

あ
り
ま
す
。

神
奈
川
県
警
察
で
は
、
将
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
を
、
非

行
や
犯
罪
被
害
か
ら
守
る
活
動
を
推
進
し
て
い
ま
す
が
、
こ

の
活
動
を
実
行
あ
る
も
の
と
す
る
に
は
、
警
察
だ
け
で
は
な

く
、
家
庭
や
地
域
の
皆
様
方
の
協
力
が
必
要
不
可
欠
で
す
。

夏
休
み
を
有
効
に
活
用
し
、
親
子
が
触
れ
合
い

「心
」
を

伝
え
合
う
機
会
を
増
や
す
な
ど
、
地
域
ぐ
る
み
で
少
年
の
非

行
や
犯
罪
被
害
を
防
止
す
る
活
動
を
推
進
し
ま
し
ょ
う
。

一
一
「

一
、
棚

一

実に施礎を行いまL

渡
さ
れ
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ

一）
鷲
ル
К
蛇
苅
″

な
い
で
し
よ
う
か
？

て
、
楽
し
い
思
い

し
か
し
、
楽
し
い
夏
の
ひ
と

一
出
を
作

っ
て
く
だ
さ
い
。

交通事故防止平
成
３０
年
５
月
２９
日
、
開
成
小
学

校
及
び
開
成
南
小
学
校
４
年
生
児
童

を
対
象
に
、
子
ど
も
自
転
車
運
転
免

４
ヽ

許
講
習
を
実
施
し
ま
し
た
。

校
庭
に
設
置
さ
れ
た

コ
ー
ス
を
実

際
に
自
転
車
に
乗

っ
て
走
る
実
技
試

験
と
交
通
ル
ー
ル
の
問
題
が
出
る
筆

記
試
験
を
行
い
、
自
転
車
事
故
防
止

の
勉
強
を
し
ま
し
た
。

後
日
、
自
転
車
運
転
免
許
証
が
手

平
成
３０
年
７
月
Ｈ
日
か
ら
２０
日
ま
で

の
間
、

「安
全
は
心
と
時
間
の
ゆ
と
り

か
ら
」
を

ス
ロ
ー
ガ

ン
に
、
①
過
労
運

転

・
無
謀
運
転

の
防
止
②
子
供
と
高
齢

者

の
交
通
事
故
防
止
③
自
転
車
の
交
通

事
故
防
止
④
全

て
の
座
席

の
シ
ー
ト
ベ

ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル

ド
シ
ー
ト
の
正
し

い
着
用
の
徹
底
⑤

踏
切
の
交
通
、
事

故
防
止
を
重
点
に

交
通
事
故
防
止
活

動
を
行

っ
て
い
き

ま
す
。

松
田
警
察
署
管
内
に
お
い
て
、
　
一消
費
料
金
に

す
る
訴
訟
最
終
告
知
の
お
知
ら
せ
」
党
と
書
か
れ
た

ハ
ガ
キ
が
多
数
届
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
ハ
ガ
キ
は
架
空
請
求
詐
欺
の

一
種
で
す
。

不
特
定
多
数
の
人
に
対
し
て
架
空
の
事
実
を
日

と
し
た
料
金
を
請
求
す
る
文
書
等
を
送
付
す
る
な

し
て
現
金
を
預
金

口
座
等

に
振
り
込
ま
せ
る
手
口
で

す
。身
に
覚
え
の
な
い
請
求

等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
松

田
警
察
署
ま
で
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

一
番
右

の
記
事
に
も
あ
り
ま
す
が
、

開
成
町
内
で
も
同
様

の
ハ
ガ
キ
が
投
函

さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
詐
欺
で
す

の
で
、
相
手
方

に

連
絡
を
取

っ
た
り
せ
ず
に
、　
ハ
ガ
キ
を

廃
棄
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。


